
身体的拘束最小化推進体制加算に関わる掲示事項（実施状況）

●当院における身体的拘束の実施状況
緩和ケア病棟は2026年4月より開始

入院料（病棟） ※ 3月 4月 5月 3 ～ 5 月

① 888 790 771

② 148 100 156

① 954 703 695

② 26 14 0

① 1072 1005 939

② 0 0 8

① 40 125

② 0 0

① 1255 1214 1211

② 93 84 38

① 1224 1133 1179

② 173 156 116

① 1082 1044 1044

② 177 111 98

① 3561 3391 3434

② 443 351 252

① 6475 5929 5964

② 617 465 416
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②/①　身体的拘束の実施割合 ＝

療養病棟入院基本料１　小計

（西棟３階・南棟３階・西棟２階）
10.1％

8.2％合計

②　身体的拘束を実施した日数

①　入院料算定日数
※

療養病棟入院基本料１

（西棟２階）

急性期一般入院料５

（東棟３階）

地域包括ケア病棟入院料２

（南棟２階）

回復期リハビリテーション病棟入院料３

（東棟２階）

緩和ケア病棟入院料２

（西棟１階）

療養病棟入院基本料１

（西棟３階）

療養病棟入院基本料１

（南棟３階）

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

27.0

10-12月 11-1月 12-2月 1-3月 2-4月 3-5月

各入院料別 身体的拘束の実施割合 推移 （3ヶ月毎）

急性期一般入院料５

地域包括ケア病棟入院料２

回復期リハビリテーション病

棟入院料3

緩和ケア病棟入院料２

療養病棟入院基本料１


